
（注）マイナンバーカードの健康保険証利用には事前の申込が必要です。
申込方法については、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。

※オンライン資格確認にあたり、加入する健康保険の記号・番号等の個人情報を『審査支払
機関又は保険者への照会』目的で利用することとなります。

なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

受診の際の保険（証）の確認時には、健康保険証、マイナンバーカード

のいずれかを窓口へご掲示ください。

また、公費負担医療制度（こども医療など）をご利用中の方については、
各種証書のご提示は引き続き必要となります。

患者の皆さまへ

○ 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めます

○ 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします


